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令和７年第３回大玉村議会定例会会議録 

 

第１日  令和７年９月８日（月曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 三 瓶 賢 一   ２番 舘 下 憲 一   ３番 渡 邊 初 治 

    ４番 菅 原 貴 子   ５番 渡 邉 啓 子   ６番 斎 藤 信 一 

    ７番 松 本   昇   ８番 本 多 保 夫   ９番 佐 原 佐百合 

   １０番 須 藤 軍 蔵  １１番 武 田 悦 子  １２番 押 山 義 則 

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 渡 辺 敏 弘 総 務 部 長 橋 本 哲 夫 

住民福祉部長兼 
福 祉 課 長 安 田 春 好 産業建設部長 渡 辺 雅 彦 

教 育 部 長 後 藤   隆 総 務 課 長 鈴 木 真 一 

企画財政課長 渡 辺 一 樹 税 務 課 長 三 瓶 隆 弘 

住民生活課長 安 田   敏 保 健 課 長 町 田 弘 江 

産 業 課 長 藤 田 良 男 建 設 課 長 遠 藤 義 紀 

参 事 兼 
都市計画課長 杉 原   仁 

参 事 兼 
上下水道課長 伊 藤 寿 夫 

会 計 管 理 者 
兼 出 納 室 長 菊 地 美 和 教育総務課長 鈴 木 裕 也 

生涯学習課長 田 辺 将 裕 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 佐 藤 雅 俊 

代表監査委員 甲野藤 健 一   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    議席の指定及び一部変更 

    会議録署名議員の指名 

    会期の決定 

    諸般の報告 

    常任委員会委員の選任 

    所信表明並びに行政報告 

    議案の一括上程（議案第６２号から議案第８３号並びに報告第２号から報告第３ 

    号） 

     議案第６２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に 

            ついて 
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     議案第６３号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

     議案第６４号 大玉村税特別措置条例の一部を改正する条例について 

     議案第６５号 大玉村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

            について 

     議案第６６号 大玉村火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

     議案第６７号 令和６年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について 

     議案第６８号 令和６年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

            いて 

     議案第６９号 令和６年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決算認定につい 

            て 

     議案第７０号 令和６年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

     議案第７１号 令和６年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     議案第７２号 令和６年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

            ついて 

     議案第７３号 令和６年度大玉村水道事業会計決算認定について 

     議案第７４号 令和６年度大玉村農業集落排水事業会計決算認定について 

     議案第７５号 令和７年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第７６号 令和７年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算について 

     議案第７７号 令和７年度大玉村玉井財産区特別会計補正予算について 

     議案第７８号 令和７年度大玉村介護保険特別会計補正予算について 

     議案第７９号 令和７年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算について 

     議案第８０号 令和７年度大玉村水道事業会計補正予算について 

     議案第８１号 令和７年度大玉村農業集落排水事業会計補正予算について 

     議案第８２号 大玉村固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

     議案第８３号 大玉村教育委員会委員の任命について 

     報告第 ２号 健全化判断比率の報告について 

     報告第 ３号 資金不足比率の報告について 

    提案理由の説明 

    請願・陳情について（委員会付託） 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 矢崎由美、書記 齋藤智、佐藤光一郎、牧野敏雄 
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会 議 の 経 過 

 

○議長（押山義則） 皆さん、おはようございます。令和７年第３回９月定例会が招集さ

れましたところ、出席ご苦労さまでございます。ただいまの出席議員は、１２名全員

であります。定足数に達しておりますので、令和７年第３回大玉村議会定例会を開会

いたします。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） これより本日の会議を開きます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） 日程第１、議席の指定及び一部変更を行います。 

   ７月２７日に行われました大玉村議会議員補欠選挙において当選された三瓶賢一君

の議席は、会議規則第４条第２項の規定により、１番に指定します。 

   今回、新たに当選された三瓶賢一君の議席に関連し、会議規則第４条第３項の規定

により、議席の一部を変更します。 

   変更後の議席は、２番舘下憲一君、３番渡邊初治君、４番菅原貴子君、５番渡邉啓

子君、６番斎藤信一君、７番松本昇君、８番本多保夫君、９番佐原佐百合君です。 

   お諮りいたします。 

   ただいま着席のとおり、議席の指定及び一部変更することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（押山義則） 異議なしと認めます。 

   よって、議席の指定及び一部変更することに決定いたしました。 

   ここで、新たに当選された三瓶賢一君を紹介します。三瓶賢一君は、自席で自己紹

介をお願いします。１番。 

○１番（三瓶賢一） １番三瓶賢一です。 

   このたびの議会議員の補欠選挙に無投票で当選しました三瓶賢一でございます。 

   村民の負託に応えられるように、すぐやろう、よしやろうというような気持ちを大

切に精進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

   以上です。 

○議長（押山義則） １番三瓶賢一君の自己紹介が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） 日程第２、会議録署名議員の指名をいたします。 

   今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、９番佐原佐百

合君、１０番須藤軍蔵君を指名いたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 
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   議会運営委員会委員長の報告を求めます。１０番。 

○議会運営委員会委員長（須藤軍蔵） おはようございます。 

   令和７年第３回９月定例会に当たりましては、さきに閉会中の継続調査といたして

おりました今期定例会の会期日程等について、去る９月４日午前９時より第１委員会

室におきまして議会運営委員会を開催し、調査をいたしましたので、その経過と結果

について、以下、ご報告を申し上げます。 

   委員会は、議長出席の下、全委員出席、さらに当局から総務部長、総務課長、企画

財政課長の出席を求め、提出議案の概要の説明を受け、会期及び議事日程等について、

次のように決定をいたしました。 

   今期定例会に提出される事件は、村長提出の議案等２４件で、その内容は、条例改

正案件５件、決算認定案件８件、補正予算案件７件、人事案件２件及び報告２件の、

合わせて２４件であります。 

   また、今期定例会の一般質問者は９名であります。 

   よって、会期につきましては、本日９月８日から１９日までの１２日間と決定いた

しました。 

   また、審議日程につきましては、 

   本日 ８日 本会議 所信表明並びに行政報告、議案の一括上程、提案理由の説明、 

             監査委員の決算審査報告、請願・陳情の委員会付託、委員会 

   ９月 ９日 休会（議案調査のため） 

   ９月１０日 本会議 一般質問 ７名 

   ９月１１日 本会議 一般質問 ２名、令和６年度歳入歳出決算認定議案に対する 

             総括質疑及び令和６年度歳入歳出決算認定議案の委員会付託 

   ９月１２日 委員会（付託事件の審査） 

   ９月１３日 休会 

   ９月１４日 休会 

   ９月１５日 休会 

   ９月１６日 委員会（付託事件の審査） 

   ９月１７日 委員会（付託事件の審査） 

   ９月１８日 委員会（付託事件の審査） 

   ９月１９日 本会議 議案審議、付託事件の委員長審査報告及び審議、閉会中の継 

             続調査申出 

  という日程で行います。 

   なお、決算議会でありますので、代表監査委員に、本日８日及び１１日の本会議に

出席を求めております。 

   また、９月１１日の総括質疑は、令和６年度歳入歳出決算認定議案についての質疑

であります。質疑は、原則として自ら所属する常任委員会の決算項目以外の質疑内容

とし、歳入歳出決算書及び執行成果報告書のページ数を明らかにし、議題に供された

内容とするよう、ご協力をくださいますようにお願い申し上げます。 
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   以上のように、委員会として全委員一致をもって決定いたしましたので、何とぞご

審議の上、ご賛同を賜りますようにお願いを申し上げまして、報告といたします。 

○議長（押山義則） お諮りいたします。 

   会期日程については、ただいま議会運営委員会委員長報告のとおり決定するにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（押山義則） 異議なしと認めます。 

   よって、会期日程については、ただいま議会運営委員会委員長報告のとおり決定し

ました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） 日程第４、諸般の報告を行います。 

   諸般の報告につきましては、例月出納検査の結果報告、説明員の報告、今期定例会

までに受理した請願・陳情書及び議員派遣の結果報告についてであり、内容は配付い

たしました報告書のとおりであります。 

   なお、今定例会は決算議会でもありますので、甲野藤健一代表監査委員に出席をい

ただいております。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） 日程第５、常任委員会の選任を議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   常任委員会の選任については、委員会条例第６条第４項の規定により、議長が指名

します。 

   産業厚生常任委員に、１番三瓶賢一君を指名します。 

   ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（押山義則） ご異議なしと認めます。 

   よって、ただいま指名したとおり選任することに決定しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） 日程第６、村長より所信表明並びに行政報告を求めます。村長。 

○村長（押山利一） ご苦労さまでございます。 

   本日、第３回定例会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様方には何かと

ご多忙の中ご出席を賜り、提出案件のご審議を賜りますこと、感謝を申し上げます。 

   また、代表監査委員にご出席をいただいております。ご苦労さまでございます。 

   さて、令和３年８月に３期目の就任以来、当面する諸課題対応や村の活性化を推進

するため、各種施策に取り組み、着実に実施してまいりました。 

   しかし、将来を見据えた村づくりに関する事業については、計画または着手中のも

のが多くあり、さらなる村政の前進には引き続き村政に携わることが不可欠と判断し、

再度、村長選に立候補し、去る７月２７日執行の選挙におきまして、４選を果たさせ

ていただきました。 
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   ここに、議員の皆様はじめ、村民皆様方の力強いご支援、ご指示に対しまして、心

から感謝を申し上げます。 

   本村は、「人は活力の源」との考えの下、子育て支援をはじめ長年にわたる定住人

口増加対策の取組により、国勢調査では僅かながらも４５年間連続で人口が増加して

おります。 

   また、幼少人口比率及び合計特殊出生率も県内一を維持してまいりました。 

   しかし、この傾向が今後も続くことは難しいとの考えから、現在の課題に対応する

とともに、１０年、２０年先も自立する村づくりに向けた各種施策の展開が不可欠で

あります。 

   そして、村民の皆様からこれらの施策の継続に理解と支持をいただき、再度、村長

就任をさせていただいたことは、その期待の大きさに身の引き締まる思いと、その責

務の重大さを強く実感しております。 

   今後も議会の皆様方はもとより、多くの村民の皆様方と行政がより一層心を通わせ、

「村民に日本一近い村政」と、村民が主役の「住んでよかったと思える村づくり」の

実現に向けて精魂を傾け、努めさせていただく覚悟であります。 

   また、現下の課題対応に加え、超高齢化社会を目前にして、さらに増大するであろ

う行政需要や要望に応えていくことはもちろんのこと、「小さくても輝く 大いなる

田舎 美しい村 大玉村」として、活力のある自立を続ける村づくりのため、職員と

もども邁進してまいりたいと思いますので、皆様のさらなるご理解とご協力をお願い

申し上げます。 

   ここで、４期目に当たって、施策の概要について申し上げます。 

   第１に、産業の振興と地域経済の活性化であります。 

   村の基幹産業である農業の持続・活性化に向けた支援をさらに強化するとともに、

農業振興公社事業の充実を図ってまいります。 

   また、新規就農者の受入れ体制の整備、直売所周辺を再整備し、販路拡大と交流人

口及び関係人口の増加を図り観光農業を展開するなど、農業の新たな可能性を広げて

まいります。 

   さらに、村の長年の悲願であり、５０年前から要望してきた県道石筵本宮線の全線

開通に向け、郡山市、本宮市とも連携しながら、早期開通のため最善の努力をしてま

いります。 

   第２に、村政の振興と発展を図るための取組であります。 

   引き続き村財政の健全性を維持しつつ、人口増加対策を中心とした振興策を実施す

るとともに、１０年、２０年後を常に見据え、時々の課題に適切に対応した村政執行

に心がけてまいります。 

   また、ペルー国マチュピチュ村との交流をはじめとして、台湾や国内友好協定を結

ぶ自治体等との人・もの・文化の交流など国内外交流事業をさらに進めてまいります。 

   そして、スマートインターチェンジの実現化、高速道路バスストップの再整備を強

力に推し進め、新たな産業基盤の創出や公共交通の利便性向上、交流人口増加等によ
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る活力ある村づくりの推進を図ってまいります。 

   第３に、暮らしの安心・安全の確保と健康長寿の村づくりであります。 

   いかなる災害が起きても、村民の命と健康を確保できるよう、十分な備えと地域単

位の自主防災組織づくりを支援し、災害に強い村づくりに努めてまいります。 

   また、村の安心・安全の要である消防団の処遇改善を進め、消防施設や装備の充実

に努めるとともに、消防、交通、防犯団体との連携強化を進めてまいります。 

   日々の健康維持と疾病の早期発見、早期治療が健康長寿の鍵を握ります。健康体操

の普及など日常的な健康習慣の確立とともに、人間ドックやＰＥＴ検診への補助、各

種健診を引き続き実施してまいります。 

   第４に、子育て・高齢者・障害者等の支援拡充であります。 

   保育所保育料の無償化の継続、病児・病後児保育など一時預かり保育の充実を目指

します。また、子育て支援センターと大山公民館に代わる住民交流センターを兼ねた

複合施設建設を進め、子育てに関する各種相談機能の充実と、子育て中の皆さん同士

の交流促進を図ってまいります。 

   主に高齢者等の日常生活を支え、大切な移動手段を確保するため、デマンドタクシ

ーＡＩ予約システムを定着させ利便性の向上に努めるとともに、常に利用者の声を聞

きながら運用の改善を図ってまいります。 

   また、介護が必要となっても、住み慣れたこの村で安心して暮らすことができるよ

う、介護提供体制の充実、認知症や徘回への対策に取り組むとともに、介護予防事業

の充実に努めてまいります。 

   さらに、農業の持っている力を福祉事業に生かし、障がい者の雇用の場の創出を図

る農福連携の取組を推進し、障害のある人もない人もこの地域で生き生きと活動し、

お互いを尊重し合える地域社会をつくってまいります。 

   第５に、教育環境の充実であります。 

   子育て世代の負担軽減を進め、子どもたちの健全な育成を目指して、小中学校の給

食完全無償化に続き、幼稚園での弁当給食の提供と半額助成を試行的に実施するとと

もに、中学校新入生から制服代の全額補助を実施いたします。 

   子どもたちの安全で快適な学校生活と、災害時の避難所としての役割も担う学校体

育館への空調施設の導入を、中学校の体育館から順次進め、全小中学校への早期導入

を目指してまいります。 

   世界に羽ばたく子どもたちの将来を見据えた英語教育、ＩＣＴ教育の充実を目指す

とともに、幼小中連携による一貫的教育実践を一層発展してまいります。また、子ど

もたちの声や考えを発表する場として、子ども未来会議を開催いたします。 

   高等教育への支援を図るため、大学生への奨学金制度創設へ向けて、皆様のご意見

を聞きながら、早期実現を目指して進めてまいります。 

   以上、重点施策の概要について申し上げましたが、今後とも地方自治の本旨である

住民の福祉向上に努めてまいる所存であります。改めて、議会の皆様はじめ村民皆様

の絶大なるご支援、ご協力を衷心よりお願い申し上げ、再任に当たっての所信表明と
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させていただきます。 

   続きまして、今次定例会に当たり、現時点における本年度の事務事業につきまして

は、お手元に配付の別紙をもって行政報告とさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

   以上です。 

○議長（押山義則） 村長の所信表明並びに行政報告が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） 日程第７、議案第６２号から議案第８３号並びに報告第２号から報

告第３号を一括上程いたします。 

   事務局職員に議案を朗読させます。事務局。 

○書記（牧野敏雄） 別紙議案書により朗読。 

○議長（押山義則） 事務局職員の朗読が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） 日程第８、村長より提案理由の説明を求めます。 

   なお、説明に当たっては、まずは議案第６２号から議案第７４号までの説明をお願

いします。村長。 

○村長（押山利一） 本定例会における提出議案は、条例改正案５件、決算認定８件、補

正予算案７件、人事案件２件、報告２件、合わせて２４件であります。 

   それでは、議案第６２号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例について申し上げます。 

   本案につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１１０号）の一部改正が行われ、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現させるための

措置を定めるため、条例の一部改正を行うものであります。 

   改正内容について申し上げます。 

   第１７条の２につきましては、妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する

意向配慮等及び３歳に満たない子を養育する職員に対する育児に係る両立支援制度に

関する情報提供・意向確認等に関する措置を定めるための改正を行うものであります。 

   次に、議案第６３号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

て申し上げます。 

   本案につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１１０号）の一部改正が行われ、部分休業制度において、１年につき条例で定める時

間を超えない範囲で１日の勤務時間の全部、または一部についての勤務しないことを

選択できるように第１号部分休業及び第２号部分休業とするとともに、非常勤職員に

係る部分休業の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げるこ

ととし、条例の一部改正を行うものであります。 

   改正内容について申し上げます。 

   第２１条につきましては第１号部分休業の承認について、第２１条の２につきまし

ては第２号部分休業の承認について、第２２条につきましては部分休業の承認の取消
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事由について定めるものであります。 

   続きまして、議案第６４号、大玉村税特別措置条例の一部を改正する条例について

申し上げます。 

   本案につきましては、令和７年度の税制改正において、地域未来投資促進法の適用

期間が３か年延長されたことに伴い、福島県税特別措置条例の一部を改正する条例及

び福島県特定復興産業集積区域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正す

る条例が令和７年７月８日に公布され、令和７年４月１日から適用するとされたこと

に伴い、本条例の改正が必要となったため、所要の改正を行うものであります。 

   改正の内容について申し上げます。 

   第３条につきましては、現行の令和７年３月３１日から令和１０年３月３１日へ適

用期間を３か年延長するものであります。 

   また、附則では、施行期日等について定めるものであります。 

   次に、議案第６５号、大玉村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例について申し上げます。 

   本案につきましては、コンビニエンスストア等に設置されている端末機から印鑑登

録証明書を交付するため、所要の改正を行うものであります。 

   改正の内容につきましては、第１２条の２を新たに追加し、個人番号カード、また

はスマートフォンに記録した利用者証明用電子証明書を使用し、印鑑登録証明書の交

付を可能とするとともに、第２項では、第１項による印鑑登録証明書の交付について

は、印鑑登録証の提出を不要とすることを定めるものであります。 

   次に、議案第６６号、大玉村火入れに関する条例の一部を改正する条例について申

し上げます。 

   本案につきましては、既に気象庁におきまして、異常乾燥注意報から乾燥注意報に

変更になっていることに伴い、条例を改正するものであります。 

   続きまして、令和６年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の概要について申

し上げます。 

   水道事業会計、農業集落排水事業会計を除く６会計における歳入決算総額は７５億

１，５７８万２，５２３円、歳出決算総額は７０億３０５万２，０６４円となり、歳

入歳出差引残額は５億１，２７３万４５９円となりました。 

   令和６年度の会計全般につきましては、去る８月１９日から２５日までの日程によ

り監査委員に決算審査をお願いしたところでありまして、「決算及び財政健全化等審

査意見書」と決算資料である「成果報告書」を添えて、議会の承認に付すものであり

ます。 

   それでは、議案第６７号、決算書をご覧ください。９２ページをお開きください。 

   実質収支に関する調書であります。 

   一般会計の歳入総額が５７億５２５万８，１１４円、歳出総額が５２億

７，０２１万３，３７８円となり、翌年度に繰り越すべき財源が８，６５５万

１，０００円を差し引いた実質収支額は３億４，８４９万３，７３６円となりました。 
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   これらを前年度と比較いたしますと、歳入で６．６％増、歳出で７．０％増、実質

収支で１０．６％減となりました。 

   財産に関しては、９４ページからの「財産に関する調書」に記載のとおりであり、

地方債現在高の現況につきましては１０１ページからの調書のとおりであります。 

   また、これら事務事業の執行概要につきましては「成果報告書」に記載のとおりで

あります。 

   なお、一般会計を主とした普通会計の決算状況で明らかとなる財政各指標につきま

しては、成果報告書２０５ページに掲載のとおりでありますが、まず財政の弾力性を

表す経常収支比率は８７．８％（前年度８７．７％）、財政力指数０．３７（前年度

０．３７）、公債費比率５．９％（前年度６．５％）、実質公債費比率７．０％（前

年度７．３％）という状況であり、このほか実施赤字比率、連結実質赤字比率、将来

負担比率などの財政健全化法に基づく指標も含め、いずれも基準内数値であり、その

内容は審査意見書や報告書のとおりであります。 

   地方債は、６年度末現在で３２億６，６９０万３，０００円であります。このうち

４４．２％に当たる１４億４，４６０万６，０００円ほどが、国の地方財政の財源不

足を補うため、普通交付税と一体となって発行を許可する特例債である臨時財政対策

債であり、後年度に全額交付税措置されるものであります。 

   次に、議案第６８号、令和６年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて申し上げます。 

   １３０ページをお開きください。 

   実質収支に関する調書であります。 

   歳入総額が８億２，１８９万６，５６８円、歳出総額が７億８，７５３万

１，００９円であり、実質収支額は３，４３６万５，５５９円となりました。これら

を前年度と比較いたしますと、歳入で８．８％減、歳出で８．１％減、実質収支で

２３．０％減となりました。 

   また、財産に関しては１３１ページの調書のとおりであり、これら事務事業の執行

については「成果報告書」掲載のとおりであります。 

   次に、議案第６９号、令和６年度大玉村玉井財産区特別区会計歳入歳出決算認定に

ついて申し上げます。 

   １４４ページをお開きください。 

   実質収支に関する調書であります。 

   歳入総額が６２９万１，７６０円、歳出総額が３８３万７０７円であり、実質収支

額は２４６万１，０５３円となりました。これらを前年度と比較いたしますと、歳入

で２７．５％減、歳出で３８．４％減、実質収支で０．０２％減となりました。 

   また、財産に関しては１４６ページからの調書のとおりであり、これら事務事業の

執行については「成果報告書」掲載のとおりであります。 

   次に、議案第７０号、１６０ページをお開きください。 

   令和６年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 
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   実質収支に関する調書であります。 

   この会計は、基金による土地の取得と、財産収入の基金への戻入れといった定額運

用の基金会計であるため、決算額が歳入歳出とも同額の１，５３４万１，２９４円と

なったものであります。 

   財産に関しては１６１ページの調書のとおりであり、これら事務事業の執行につい

ては「成果報告書」掲載のとおりであります。 

   次に、議案第７１号、１８８ページをお開きください。 

   令和６年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 

   実質収支に関する調書であります。 

   歳入総額が８億７，１３１万４，５６１円、歳出総額が８億３，４２４万

９，４６４円であり、実質収支額が３，７０６万５，０９７円となりました。これら

を前年度と比較いたしますと、歳入で５．９％増、歳出で３．９％増、実質収支で

９３．２％増となりました。 

   財産に関しては１８９ページの調書のとおりであり、これらの事務事業の執行につ

きましては「成果報告書」掲載のとおりであります。 

   次に、議案第７２号、２０６ページをお開きください。 

   令和６年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 

   実質収支に関する調書であります。 

   歳入総額が９，５６８万２２６円、歳出総額が９，１８８万６，２１２円であり、

実質収支額は３７９万４，０１４円となりました。これらを前年度と比較いたします

と、歳入で１３．３％増、歳出で１２．２％増、実質収支で４６．５％増となってお

り、事務事業の執行については「成果報告書」掲載のとおりであります。 

   次に、２０８ページをお開きください。 

   議案第７３号、令和６年度大玉村水道事業会計決算認定について申し上げます。 

   予算第３条で定めた収益的収支の決算は、上段の水道事業収益で１億７，９０３万

１５３円、下段の水道事業費用で１億５，４２４万１，４８７円となり、対前年度比

は収益で１．１％の減、費用で８．２％の増となったものであります。 

   ２１０ページをお開きください。 

   予算第４条で定めた資本的収支の決算は、上段の資本的収入で９，９４０万

９，０００円、下段の資本的支出が１億７，７８５万６，３５７円となり、不足する

額は、２１０ページ下段に記載のとおり留保資金等で補塡を行い、決算したものであ

ります。 

   ２１２ページをお開きください。 

   令和６年度の損益計算書であります。 

   給水収益などの営業収益で１億３，５６３万２，２７４円、維持管理などの営業費

用で１億４，０９７万９，３７５円、受取利息などの営業外収益で２，９４５万

６９５円、支払利息などの営業外費用で９７７万４，８８８円となり、これらの収支

差引きにより１，４３２万８，７０６円の当年度純利益となりました。 
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   ２１３ページをお開き願います。 

   剰余金計算書であります。 

   まず、利益剰余金の部では、減債基金積立金、建設改良積立金の合計は

８，０００万２，２２１円、当年度純利益１，４３２万８，７０６円を加えた当年度

未処分利益剰余金は３，５６３万６，０６３円であります。 

   ２１４ページをお開き願います。 

   資本金剰余金の部は、受贈財産評価額、工事負担金、国県補助金、繰入金の合計と

なる翌年度繰越資本剰余金１，１２２万２，１１２円であり、下段は剰余金処分計算

書であります。 

   ２１５ページをお開き願います。 

   水道資産の状況を示した貸借対照表であります。 

   有形固定資産合計は１７億６，７６５万９，１２３円、無形固定資産合計は８０万

１４３円、現金預金・未収金などの流動資産合計が３億２，４９９万８，５８３円で

あり、資産の部の合計は２０億９，３４５万７，８４９円となるものであります。 

   ２１６ページをお開き願います。 

   負債の部、固定負債の企業債は８億３，９５７万４，１５７円、未払金などの流動

負債は６，４７５万８，７００円、長期前受金などの繰延収益は４億５，４７８万

３，６２０円、資本の部は記載のとおりでありまして、負債・資本合計は、資産の部

の合計と同額となるものであります。 

   ２１７ページからは、キャッシュ・フロー計算書、財務諸表附属調書として損益計

算書、貸借対照表等の明細書であります。 

   ２２８ページからは、給水の状況などをまとめた事業報告書であります。 

   次に、議案第７４号、２３６ページをお開きください。 

   令和６年度大玉村農業集落排水事業会計決算認定について申し上げます。 

   予算第３条で定めた収益的収支の決算は、上段の農業集落排水事業収益で１億

６，０５８万５，９１７円、下段の農業集落排水事業費用で１億２，０９６万

１，４７４円となったものであります。 

   ２３８ページをお開き願います。 

   予算第４条で定めた資本的収支の決算は、上段の資本的収入で１，６８０万

１，０００円、下段の資本的支出が７，１７８万２，８２７円となり、不足する額は、

２３８ページ下段に記載のとおり留保資金等で補塡を行い、決算したものであります。 

   ２４０ページをお開きください。 

   令和６年度の損益計算書であります。 

   農業集落排水施設使用料などの営業収益で６，３３３万８，６００円、維持管理な

どの営業費用で１億９０７万９０７円、受取利息などの営業外収益で９，０９１万

２，２０９円、支払利息などの営業外費用で６４４万７，６９３円となり、これらの

収支差引きにより３，６２７万２，２０９円の当年度純利益となりました。 

   ２４１ページをお開き願います。 
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   剰余金計算書であります。 

   まず、利益余剰金の部は、減債基金積立金、建設改良積立金の合計はゼロ円、当年

度純利益３，６２７万２，２０９円を加えた当年度未処分利益剰余金は３，６２７万

２，２０９円であります。 

   ２４２ページをお開き願います。 

   資本剰余金の部は、受贈財産評価額、工事負担金、国県補助金、繰入金の合計とな

る翌年度繰越資本剰余金１，９３５万４，０５３円であり、下段は剰余金処分計算書

であります。 

   ２４３ページをお開き願います。 

   農業集落排水事業資産の状況を示した貸借対照表であります。 

   有形固定資産合計は１４億８，３８１万８，３３６円、現金預金・未収金などの流

動資産合計が３，２６６万４，２２５円であり、資産の部の合計は１５億

１，６４８万２，５６１円となるものであります。 

   ２４４ページをお開き願います。 

   負債の部、固定負債の企業債は２億３８５万５，２４９円、未払金などの流動負債

は５，５３０万９，２８４円、長期前受金などの繰延収益は８億９，７１９万

４，５３７円、資本の部は記載のとおりでありまして、負債・資本合計は、資産の部

の合計と同額となるものであります。 

   ２４５ページからは、キャッシュ・フロー計算書、財務諸表附属調書として損益計

算書、貸借対照表等の明細書であります。 

   ２５６ページからは、経営の状況などをまとめた事業報告書であります。 

   以上、令和６年度における各会計の決算についてご説明を申し上げました。 

○議長（押山義則） 議案第６２号から議案第７４号までの提案理由の説明が終わりまし

た。 

   ここで、監査委員より決算審査についての報告を求めます。代表監査委員。 

○代表監査委員（甲野藤健一） それでは、私のほうから、令和６年度の決算審査意見に

ついて申し上げます。 

   １ページをお開きになっていただきたいと思います。 

     令和６年度大玉村一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書 

  第１ 審査の対象 

   令和６年度大玉村一般会計歳入歳出決算 

   令和６年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

   令和６年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決算 

   令和６年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算 

   令和６年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算 

   令和６年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

   こういうことになります。 

  第２ 審査の期間 
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   令和７年８月１９日から８月２５日において実施しました。 

  第３ 審査の場所は、ここ大玉村役場になります。 

  第４ 審査の方法 

   審査に当たっては、村長から送付された令和６年度一般会計及び特別会計（水道事

業及び農業集落排水事業を除く。以下同じ。）歳入歳出決算書、同事項別明細書、実

質収支に関する調書及び財産に関する調書（以下決算諸表という。）について、諸帳

簿、証票類と照合し、さらに関係職員の説明を求め、決算計数の確認と予算が法令等

に適合して適正かつ効率的に執行されているか、以下の項目について審査をいたしま

した。 

   歳入では、歳出ではということでありますが、以下ご覧になっていただきたいと思

います。 

   次に、２ページをお開きになっていただきたいと思います。 

  第５ 審査の結果 

   １ 審査に付された一般会計及び特別会計歳入歳出決算書並びにその他政令で定め

る調書等の資料は、いずれも法令に準拠して作成され、一般会計歳入歳出決算書及び

特別会計歳入歳出決算書とも、款、項、目、節などの計数も正確に記載されており、

適正な執行がなされたものと認める。 

   ２ 財政健全化判断比率及び公営企業不足比率については、算定の基礎となる事項

を記載した書類に基づき審査をしたが、適正に作成されており、基準をクリアしてい

た。 

   ３ 基金について、計数及び運用状況は、適正に管理運用されていた。 

   ４ 行政財産及び普通財産については、適正に管理されていた。 

  第６ 審査の意見を申し上げます。 

   令和６年度普通会計決算状況を見ると、歳入総額５７億５２６万２，０００円のう

ち地方税１０億３，１３９万１，０００円、地方交付税２０億６，６６８万

１，０００円であり、歳出総額５２億７，０２１万７，０００円、人件費１１億

８，４９４万２，０００円、公債費３億９，５０５万９，０００円、物件費６億

８，０９７万２，０００円である。経常収支比率は８７．８％で対前年度比０．１ポ

イント増加した。なお、実質公債費比率は７．０％である。 

   令和６年度予算執行に関する事務処理は、毎月実施している例月出納検査及び２月

に実施した定期監査において審査し、決算審査においても個別事項の指導を行い、改

善を求めた。なお、下記事項を付して決算審査の意見とする。 

   記。 

   １．収入未済額は、村税５，１５７万４，９４０円のうち現年分が９１２万

６，４０８円、公営住宅使用料４６３万４，７００円うち現年分が２４７万

２，４００円、国民健康保険税６，６６６万１，４１５円のうち現年分９１９万

９，０４５円、介護保険料２３１万４，４４０円のうち現年分４５万４，７００円で

ありました。引き続き、収入未済額の解消に努められたい。 
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   ２．今後予定されております大型事業が竣工されるまでは、多額の財政支出が見込

まれます。今現在の事務事業の評価を行い、長年にわたり実施して一定の効果のあっ

た事業の見直しに着手していただき、歳出の削減が可能であるものは歳出の抑制を図

られたい。 

  第７ 審査の概要 

   次に、３ページですが、３ページから以降は審査の概要が載っておりますのでご覧

になっていただきたいと思います。 

   なお、５ページに国民健康保険特別会計、６ページに玉井財産区特別会計、土地取

得特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計が記載がありますので、ご

覧になっていただきたいと思います。 

   次に、９ページをお開きになっていただきたいと思います。 

     令和６年度大玉村水道事業会計決算審査意見書 

  第１ 審査の対象 

   審査の対象 令和６年度大玉村水道事業会計決算 

   審査の期間 令和７年８月１９日から８月２５日になります。 

   審査の場所 大玉村役場 

   審査の手続 この決算審査に当たっては、管理者から提出された決算書類が、水道

事業の経営成績及び財政状況を適正に表示しているかどうかを検討するため、会計帳

簿・証拠書類との照合等、通常実施すべき審査手続を実施したほか、必要と認められ

るその他の審査手続を実施した。 

  第２ 審査の結果 

   審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び同施行令、その他関係法令の定め

るところにより整理されており、令和６年度末における事業会計の現金残高は預金残

高と一致した。予算の執行状況についても関係法令に従い適正妥当なものと認められ

た。さらに、水道事業の経営成績及び財政状態も適正に表示されているものと認めた。 

   また、財産、物品等については、年度中の増減並びに年度末現在高が関係台帳及び

書類と符合し適正であった。 

  第３ 審査の意見を申し上げます。 

   流動資産における未収金は１，７０９万８，９６６円である。過年度分の未収金の

解消にぜひ努められていただきたいと思います。 

   また、光熱水費、修繕費、人件費など水道事業費用が増大しており、今後見込まれ

る各種事業を考慮すると、供給単価の見直しが必要である。 

  第４ 決算の概要、以降はご覧になっていただきたいと思います。 

   次に、１２ページをお開きになっていただきたいと思います。 

     令和６年度大玉村農業集落排水事業会計決算審査意見書 

  第１ 審査の対象 

   審査の対象 令和６年度大玉村農業集落排水事業会計決算 

   審査の期間 令和７年８月１９日から８月２５日 
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   審査の場所 大玉村役場 

   審査の手続 この決算審査に当たっては、管理者から提出された決算書類が、農業

集落排水事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検討するため、

会計帳簿・証拠書類との照合等、通常実施すべき審査手続を実施したほか、必要と認

められるその他の審査手続を実施した。 

  第２ 審査の結果を申し上げます。 

   審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び同施行令、その他関係法令の定め

るところにより整理されており、令和６年度末における事業会計の現金残高は預金残

高と一致した。予算の執行状況についても関係法令に従い適正妥当なものと認められ

た。さらに、農業集落排水事業の経営成績及び財政状況も適正に表示しているものと

認めた。 

   また、財産、物品等については、年度中の増減並びに年度末現在高が関係台帳及び

書類と符合し適正であった。 

  第３ 審査の意見を申し上げます。 

   流動資産における未収金は１，２４８万４，４４８円であります。過年度分の未収

金の解消に努めていただきたい。 

  第４ 決算の概要からの以下はご覧になっていただきたいと思います。 

   次に、１４ページ。 

     令和６年度財政健全化審査意見書 

  １ 審査の概要 

   この経営健全化審査は、村長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施いたしま

した。 

  ２ 審査の結果 

   （１）総合意見 

   審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

   以下、ご覧になっていただきたいと思います。 

   １５ページ。 

     令和６年度大玉村水道事業会計経営健全化審査意見書 

  １ 審査の概要 

   この経営健全化審査は、村長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

  ２ 審査の結果を申し上げます。 

   （１）総合意見 

   審査に付された下記、資金不足比率及び算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められる。 

   以下、ご覧になっていただきたいと思います。 
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   １６ページをお開きになっていただきたいと思います。 

     令和６年度大玉村農業集落排水事業会計経営健全化審査意見書 

  １ 審査の概要を申し上げます。 

   この経営健全化審査は、村長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

  ２ 審査の結果を申し上げます。 

   （１）総合意見 

   審査に付された資金不足比率、その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いず

れも適正に作成されているものと認められる。 

   以上、令和６年度の決算審査について、申し上げました。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（押山義則） 決算審査の報告が終わりました。 

   ここで暫時休議いたします。 

   再開は午前１１時１５分といたします。 

（午前１０時５８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） 再開いたします。 

（午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） 引き続き、村長より議案第７５号から報告第３号までの提案理由の

説明を求めます。村長。 

○村長（押山利一） それでは、引き続き提案理由の説明を申し上げます。 

   議案第７５号から議案第８１号、令和７年度各種会計補正予算について、概要のみ

ご説明申し上げ、詳細につきましては総務部長に説明をさせます。 

   それでは、議案第７５号、補正予算書のほうをご覧ください。 

   議案第７５号、令和７年度大玉村一般会計補正予算について申し上げます。 

   今回の補正は、前年度決算による繰越金や地方交付税等の確定額を主な財源として、

今後見込まれる事務事業に対応する予算の編成を行ったところであります。 

   それでは、予算書によりご説明を申し上げます。 

   １ページをお開き願います。 

   補正予算第３号は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ７億３，３６０万円を追

加し、予算の総額を５７億３，７３３万５，０００円とするものであります。 

   また、補正予算第２条は、４ページに記載の第２表のとおり、地方債の補正であり

ます。 

   続いて、議案第７６号、７５ページをお開きください。 

   令和７年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算について申し上げます。 

   今回の補正は、繰越金の確定に伴う予算の編成をしたものでありまして、既定の予

算の総額に歳入歳出それぞれ２，０４５万４，０００円を追加し、予算の総額を８億
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５，７８０万５，０００円とするものであります。 

   次に、議案第７７号、９３ページをお開きください。 

   令和７年度大玉村玉井財産区特別会計補正予算について申し上げます。 

   今回の補正は、繰越金の確定に伴う予算の編成をしたものでありまして、既定の予

算の総額に歳入歳出それぞれ１４６万９，０００円を追加し、予算の総額を６８０万

円とするものであります。 

   議案第７８号、令和７年度大玉村介護保険特別会計補正予算について申し上げます。 

   １０１ページをお開きください。 

   今回の補正は、前年度決算の確定による各費目の調整のための編成を行い、既定の

予算の総額に歳入歳出それぞれ５，９０６万円を追加し、予算の総額を９億

４，８５１万５，０００円とするものであります。 

   次に、議案第７９号、１３３ページをお開きください。 

   令和７年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算について申し上げます。 

   今回の補正は、繰越金の確定等に伴う予算の編成をしたものであり、既定の予算の

総額に歳入歳出それぞれ３７９万３，０００円を追加し、予算の総額を９，９１３万

９，０００円とするものであります。 

   続いて、議案第８０号、１４１ページをお開きください。 

   令和７年度大玉村水道事業会計補正予算について申し上げます。 

   補正予算第２条は、予算第３条に定めた収益的支出の水道事業費用に４５５万

５，０００円を補正計上するものであります。 

   補正予算第３条は、予算第４条で定めた資本的支出に１７２万７，０００円を補正

計上し、不足する財源は内部留保資金等を充当し、補塡するものであります。 

   次に、議案第８１号、１５１ページをお開きください。 

   令和７年度大玉村農業集落排水事業会計補正予算について申し上げます。 

   １５１ページ、補正予算第２条は、予算第３条で定めた収益的収入の農業集落排水

事業収益に７６８万９，０００円、収益的支出の農業集落排水事業費用に

１，０２９万４，０００円を補正計上するものであります。 

   補正予算第３条は、予算第４条に定めた資本的支出に２２万６，０００円を補正計

上し、不足する財源は内部留保資金等を充当し、補塡するものであります。 

   続きまして、議案書のほうにお戻りください。 

   議案書の３１ページ、議案第８２号、大玉村固定資産評価審査委員会の委員の選任

について申し上げます。 

   本案につきましては、現職であります武田幸子氏が、令和７年９月２８日をもって

任期満了となりますが、人格、識見ともに最適任者であることから、大玉村固定資産

評価審査委員会の委員に再任することについて、地方税法第４２３条第３項の規定に

より、議会の同意を求めるものであります。 

   なお、当該委員の任期は、令和７年９月２９日から令和１０年９月２８日までの

３年間であります。 
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   続きまして、議案第８３号、大玉村教育委員会委員の任命について申し上げます。 

   本案につきましては、現職である須藤綾子氏が、令和７年９月３０日をもって任期

満了となることから、その人格、見識ともに適任者であることを認め、大玉村教育委

員会委員に再任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

   なお、当委員の任期につきましては、令和７年１０月１日から令和１１年９月

３０日までの４年間であります。 

   続きまして、報告第２号、健全化判断比率の報告について、報告第３号、資金不足

比率の報告については、資料をご覧願います。 

   以上のとおり提案理由の説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議賜りますよ

うお願い申し上げます。 

   以上です。 

○議長（押山義則） 総務部長。 

○総務部長（橋本哲夫） 命により、議案第７５号から議案第８１号、令和７年度各会計

補正予算についてご説明申し上げます。 

   それでは、議案第７５号、令和７年度大玉村一般会計補正予算について、歳出から

ご説明を申し上げます。 

   補正予算書の１６ページをお開き願います。 

   款１議会費は、４６万円の補正計上であります。 

   款２総務費は、総額２億３，７９４万２，０００円の補正計上であります。 

   主な事業について申し上げます。 

   １６ページから１９ページにかけての文書広報費の事項②情報処理に要する経費は、

業務用パソコン１７６台を更新するための経費８８２万２，０００円を含め、合わせ

て１，０９０万７，０００円の補正計上であります。 

   １８ページ中段の財産管理費の事項①庁舎等の維持管理に要する経費は、未契約だ

った公用車のテレビつきカーナビ分のＮＨＫ放送受信料２６２万８，０００円を含め、

合わせて４９８万６,０００円の補正計上であります。 

   財産管理費の事項③ふれあいセンター管理運営に要する経費は、３か所のふれあい

センターの照明ＬＥＤ化工事費８１０万円を含め、 合わせて１，１０１万

５，０００円の補正計上であります。 

   ２０ページをお開き願います。 

   企画費の事項⑤定住促進対策に要する経費は、玉井字馬場地内ほか２か所、計

２１区画に係る定住促進住宅団地造成事業交付金１，０５０万円の補正計上でありま

す。 

   下段の基金費は、繰越金の確定による剰余金処分として、財政調整基金積立金１億

７，５００万円の補正計上であります。 

   ２２ページをお開き願います。 

   上段の諸費の事項②防犯対策に要する経費は、住宅用防犯カメラ等設置補助金
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５０万円を含め、合わせて１８１万６，０００円の補正計上であります。 

   国内外交流費の事項①国内外交流事業に要する経費は、昨年度と同額となるマチュ

ピチュサンタプロジェクト負担金５０万円の補正計上であります。 

   事項②台湾交流事業に要する経費は、中学２年生を対象とした「未来への翼」募集

団員数３４名に対し、参加希望数が３９名となったことを受けた必要経費など

１１６万円の補正計上であります。 

   ２４ページをお開き願います。 

   中段からの款３民生費は、総額６，３９７万５，０００円の補正計上であります。 

   主な事業として、社会福祉総務費の事項③社会福祉協議会に要する経費は、事業を

開始して３０周年を迎えたかあちゃん弁当の記念誌を発行するための経費１７６万円

を含め、合わせて２３５万９，０００円の補正計上であります。 

   ２６ページをお開き願います。 

   障がい者福祉費の事項①職員人件費等、障がい福祉に係る共通経費は、第８期障が

い福祉計画、第４期障がい児福祉計画の策定に向けたアンケート調査業務委託料

１５７万３，０００円を含め、合わせて６２３万６，０００円の補正計上であります。 

   事項③障害者総合支援法に要する経費は、障がい者自立支援給付費１，８４１万

２，０００円を含め、合わせて２，２５１万５，０００円の補正計上であります。 

   ２８ページをお開き願います。 

   中段の児童福祉総務費の事項③少子化対策に要する経費は、第３子以降の出生時に

給付となるすこやか祝金３３０万円を含め、合わせて６３０万円の補正計上でありま

す。 

   下段の事項⑤子ども・子育て支援に要する経費は、保育所人件費に係る不足見込額

等、子どものための教育・保育給付費補助金１，８８０万円を含め、合わせて

３，５９０万８，０００円の補正計上であります。 

   ３０ページをお開き願います。 

   中段下の児童福祉施設費の（仮称）子育て支援センターに要する経費は、不要とな

った経費の減額や科目間の組替えなど、合わせて９２０万円の減額計上であります。 

   下段からの款４衛生費は、総額５，０２３万３，０００円の補正計上であります。 

   ３２ページをお開き願います。 

   主な事業として、保健衛生総務費の事項⑤検診事業に要する経費は、対象年齢を拡

大した人間ドックやＰＥＴがん検診の経費を含めた各種検診業務委託料１，４００万

円など、合わせて１，４７９万８，０００円の補正計上であります。 

   ３４ページをお開き願います。 

   予防費の事項②妊産婦健康管理に要する経費は、妊婦健診の際の交通費助成事業費

６６万円を含め、合わせて２２４万６，０００円の補正計上であります。 

   事項③予防接種に要する経費は、高齢者等のインフルエンザワクチン接種経費等の

予防接種委託料２，０００万円を含め、合わせて２，１７７万円の補正計上でありま

す。 
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   下段から３６ページにかけての保健センター管理費は、検診室等の床改修に係る施

設修繕料２５０万円を含め、合わせて３２５万円の補正計上であります。 

   款６農林水産業費は、総額４，２１６万９，０００円の補正計上であります。 

   主な事業として、中段の農業振興費の事項①農業振興に要する共通経費は、ブラン

ド米を保管する保管庫のリース及びフォークリフト等の購入に対するブランド米販売

促進事業補助金２２８万８，０００円や、ブランド米の買上げに対するブランド米販

売運営資金補助金６００万円を含め、合わせて１，３４６万１，０００円の補正計上

であります。 

   ３８ページをお開き願います。 

   中段の畜産業費の事項②堆肥センターの運営に要する経費は、撹拌機の走行レール

部の改修工事費８００万円や堆肥舎屋根改修工事費１，０００万円を含め、合わせて

１，９７０万円の補正計上であります。 

   ４０ページをお開き願います。 

   中段からの款７商工費は、総額１，７７９万７，０００円の補正計上であります。 

   主な事業として、下段から４３ページにかけての観光費の事項①観光振興に要する

経費は、名倉山登山道の手すり設置工事費１１０万円や、ふれあい広場にぎわい創出

事業補助金２００万円など、合わせて４８６万８，０００円の補正計上であります。 

   事項③アットホームおおたま管理に要する経費は、指定管理業務委託料

１，２００万円など、合わせて１，２６０万６，０００円の補正計上であります。 

   中段からの款８土木費は、総額１億２，３１７万１，０００円の補正計上でありま

す。 

   主な事業として、道路維持費の事項①道水路維持に要する経費は、除雪委託料

１，０００万円や、道路等維持補修工事費３，０００万円など、合わせて

４，３４０万４，０００円の補正計上であります。 

   ４４ページをお開き願います。 

   都市計画総務費の都市計画の管理事務に要する経費は、整備を計画している工業団

地予定地の地質調査業務委託料や地域振興施設の基本計画策定等業務委託料など、合

わせて３，８５４万６，０００円の補正計上であります。 

   住宅管理費の事項②特定公共賃貸住宅の管理に要する経費は、大江田中地内の教員

住宅改修工事費１５０万円など、合わせて２２０万円の補正計上であります。 

   事項④空き家改修に要する経費は、新たに着任した地域おこし協力隊が居住する住

宅に係る空き家改修等支援事業補助金２３０万円の補正計上であります。 

   ４６ページをお開き願います。 

   中段の款９消防費は、６，０２６万１，０００円の補正計上であります。 

   主な事業として、常備消防費の常備消防に要する経費は、広域議会において負担割

合の条例改正が行われ、負担額が確定した安達地方広域行政組合消防費負担金

５，５２８万８，０００円の補正計上であります。 

   消防施設費の消防施設の整備に要する経費は、J アラートのシステム更改による受
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信機更新工事費４２０万円など、合わせて４２７万３，０００円の補正計上でありま

す。 

   款１０教育費は、総額１億２，７５４万９，０００円の補正計上であります。 

   主な事業として、下段から４９ページにかけての事務局費の事項②教委事務局の管

理運営に要する経費は、１０月から開始する幼稚園の弁当給食に係る補助金４５０万

円など、合わせて８９９万５，０００円の補正計上であります。 

   事項③スクールバス運行に要する経費は、ワゴン車の更新費用２５０万円など、合

わせて３３０万６，０００円の補正計上であります。 

   事項⑭小中学校雪上体育体験に要する経費は、スキー教室開催経費５３６万

８，０００円の補正計上であります。 

   ５２ページをお開き願います。 

   学校管理費の中学校の管理運営に要する経費は、校舎、体育館及び武道館の照明Ｌ

ＥＤ化工事費６，９４２万１，０００円など、合わせて７，６８２万２，０００円の

補正計上であります。 

   ５４ページをお開き願います。 

   下段から５７ページにかけての公民館費の事項②公民館の管理運営に要する経費は、

大山公民館の浄化槽補修に係る施設修繕料７５万９，０００円を含め、合わせて

１０４万２，０００円の補正計上であります。 

   ５８ページをお開き願います。 

   款１２公債費の長期債利子償還に要する経費は、６８万４，０００円の補正計上で

あります。 

   款１４予備費は、今後の未確定要素への対応も含め、調整財源として９３５万

９，０００円の補正計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

   戻っていただいて、８ページをお開き願います。 

   款１０地方特例交付金は、住宅ローン減税に係る減収補塡分で４７万３，０００円

の減額計上、定額減税に係る減収補塡分で１０万円の補正計上であります。 

   款１１地方交付税は、交付額の確定による普通交付税交付金２億５，９３４万

９，０００円の補正計上であります。 

   款１５国庫支出金の民生費国庫負担金は、障がい者自立支援給付費に充当となる障

がい福祉サービス等給付事業費９２０万６，０００円など、合わせて１，５８０万

９，０００円の補正計上であります。 

   民生費国庫補助金は、医療費助成のオンライン資格確認連携機能導入支援業務委託

料に充当となる地域診療情報連携推進事業費２１４万５，０００円など、合わせて

４１６万９，０００円の補正計上、衛生費国庫補助金は、疾病予防対策事業費などで

９０万３，０００円の補正計上、土木費国庫補助金は（仮称）子育て支援センター整

備事業に充当となる都市構造再編集中支援事業費４，４７８万円の減額計上でありま

す。 
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   １０ページをお開き願います。 

   民生費委託金は３万４，０００円の補正計上、農林水産業費委託金は２５０万円の

減額計上であります。 

   款１６県支出金の民生費負担金は、国庫支出金と同様に障がい福祉サービス等給付

事業費４６０万３，０００円など、合わせて６８９万円の補正計上であります。 

   総務費県補助金は５，０００円の減額計上、民生費県補助金は３３６万

９，０００円、衛生費県補助金は５万１，０００円、農林水産業費県補助金は

３００万円、１３ページにかけての土木費県補助金は、工業団地予定地の地質調査等

に充当となる市町村工業団地開発支援事業費など１，１３０万円の補正計上でありま

す。 

   総務費委託金は、国勢調査市町村交付金で１９万８，０００円の補正計上でありま

す。 

   款１９繰入金の介護保険特別会計繰入金は、前年度における介護保険特別会計の決

算による精算戻入れ１，０３４万７，０００円、後期高齢者医療特別会計繰入金は、

決算による剰余金１９９万９，０００円の補正計上であります。 

   中段の財源調整基金繰入金は４，０００万円、ふるさと応援基金繰入金は９２万円、

農業振興基金繰入金も２２８万８，０００円といずれも補正計上し、公共施設整備基

金繰入金は１，５４５万円の減額計上であります。 

   企業版ふるさと納税基金繰入金は、再エネアグリパーク予定地で試験的に栽培する

ピーカンナッツの苗木代に充当となる基金取崩しで、３０万円の補正計上であります。 

   下段の款２０繰越金は、前年度繰越金として２億６，８４９万３，０００円の補正

計上であります。 

   １４ページをお開き願います。 

   款２１諸収入の民生費受託事業収入は、２５万５，０００円の補正計上であります。 

   雑入は、指定管理料の前年度精算金などで４，０４３万４，０００円の補正計上で

あります。 

   款２２村債の民生債は、（仮称）子育て支援センター整備事業に充当となる地域活

性化整備事業債で２，８３０万円、消防債は、J アラート受信機更新工事費に充当と

なる緊急防災・減災事業債で４２０万円、教育債は、大玉中学校照明ＬＥＤ化工事費

に充当となる脱炭素化推進事業債などで８，６９０万円、総務債は、ふれあいセンタ

ー照明ＬＥＤ化工事費に充当となる脱炭素化推進事業債で７２０万円の補正計上であ

ります。 

   ６０ページからは給与費明細書を掲載しておりますので、ご覧になっていただきた

いと思います。 

   以上、大玉村一般会計補正予算についてご説明申し上げました。 

   続きまして、議案第７６号、令和７年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、歳出よりご説明を申し上げます。 

   ８０ページをお開き願います。 
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   款１総務費の一般管理費は、職員給与費で２９万円の補正計上であります。 

   款２保険給付費の療養費は、８０万円の補正計上であります。 

   款９予備費は、財源を調整し１，９３６万４，０００円の補正計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

   ７８ページをお開き願います。 

   款３県支出金の保険給付費等交付金は、普通交付金で８０万円の補正計上でありま

す。 

   款５繰入金の一般会計繰入金は、職員給与費等繰入金で２９万円の補正計上であり

ます。 

   款６繰越金は、前年度決算の確定により１，９３６万４，０００円の補正計上であ

ります。 

   ８２ページからは、給与費明細書を掲載しております。 

   以上、大玉村国民健康保険特別会計補正予算についてご説明申し上げました。 

   次に、議案第７７号、令和７年度大玉村玉井財産区特別会計補正予算について、こ

ちらも歳出よりご説明申し上げます。 

   ９８ページをお開き願います。 

   款１総務費の一般管理費は、管理運営基金積立金１４０万８，０００円の補正計上

であります。 

   款２農林水産業費の林業振興費は、燃料費で４万円の補正計上であります。 

   款３予備費は、財源を調整し２万１，０００円の補正計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

   ９６ページをお開き願います。 

   款１財産収入の利子及び配当金は、管理運営基金預金利子で８，０００円の補正計

上であります。 

   款２繰越金は、前年度決算の確定により１４６万１，０００円の補正計上でありま

す。 

   以上、大玉村玉井財産区特別会計補正予算についてご説明申し上げました。 

   次に、議案第７８号、令和７年度大玉村介護保険特別会計補正予算について、歳出

よりご説明を申し上げます。 

   １１０ページをお開き願います。 

   款１総務費の一般管理費は、職員給与費等で２０万７，０００円の補正計上であり

ます。 

   款２保険給付費と１１６ページにかけての款４地域支援事業費は、財源調整であり

ます。 

   款７諸支出金の償還金は、令和６年度介護給付費等の精算に伴う返還金

１，３４５万７，０００円の補正計上であります。 

   一般会計繰出金は、前年度決算の確定に伴う繰出金１，０３４万８，０００円の補

正計上であります。 
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   予備費は、財源を調整し３，５０４万８，０００円の補正計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

   １０４ページをお開き願います。 

   款３国庫支出金は、介護給付費負担金で１８５万円の増額、財政調整交付金で

１，５２０万３，０００円の減額、保険者機能強化推進交付金で５０万７，０００円、

市町村介護保険保険者努力支援交付金で１０６万８，０００円の増額計上であります。 

   １０６ページをお開き願います。 

   款４支払基金交付金は、介護給付費交付金２，５２１万３，０００円の補正計上、

地域支援事業支援交付金で１９万２，０００円の減額計上であります。 

   款５県支出金の介護給付費負担金は、２８２万３，０００円の補正計上であります。 

   １０８ページをお開き願います。 

   款７繰入金のその他一般会計繰入金は２０万７，０００円の補正計上、介護保険基

金繰入金は、基金取崩しで１００万円の減額計上であります。 

   款８繰越金は、前年度決算の確定により３，７０６万４，０００円の補正計上であ

ります。 

   １１８ページから給与費明細書を掲載しておりますので、ご覧になっていただけれ

ばと思います。 

   以上、大玉村介護保険特別会計補正予算についてご説明申し上げました。 

   次に、議案第７９号、令和７年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算について、

歳出よりご説明申し上げます。 

   １３８ページをお開き願います。 

   款１総務費の徴収費は、電算処理業務委託料で５万円の補正計上であります。 

   款４諸支出金の他会計繰出金は、一般会計繰出金で１９９万９，０００円の補正計

上であります。 

   款５予備費は、調整財源として１７４万４，０００円の補正計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

   １３６ページをお開き願います。 

   款５繰越金は、前年度決算の確定により３７９万３，０００円の補正計上でありま

す。 

   以上、大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算についてご説明申し上げました。 

   次に、議案第８０号、令和７年度大玉村水道事業会計補正予算について、１４２ペ

ージをお開き願います。 

   １４２ページは予算実施計画であります。 

   １４３ページからは給与費明細書を掲載しております。 

   １４８ページをお開き願います。 

   補正内容の明細書であります。 

   収益的支出の項１営業費用は、原水及び浄水費で２５万５，０００円、配水及び給

水費で３３８万８，０００円、総係費で９１万２，０００円の補正計上であります。 
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   次に、中段の資本的支出の項１建設費は、拡張整備費で１７２万７，０００円の補

正計上であります。 

   以上、大玉村水道事業会計補正予算についてご説明申し上げました。 

   次に、議案第８１号、令和７年度大玉村農業集落排水事業会計補正予算について、

１５２ページをお開き願います。 

   １５２ページは予算実施計画であります。 

   １５３ページからは給与費明細書を掲載しております。 

   １６０ページをお開き願います。 

   補正内容の明細書であります。 

   収益的収入の項２営業外収益は、職員給与費繰入金で７６８万９，０００円の補正

計上であります。 

   収益的支出の項１営業費用は、処理場費で２５６万９，０００円、総係費で

７７２万５，０００円の補正計上であります。 

   下段の資本的支出の項２固定資産購入費は、ロッカー等の購入費で２２万

６，０００円の補正計上であります。 

   以上、大玉村農業集落排水事業会計補正予算についてご説明申し上げました。 

   以上のとおり、令和７年度各会計に係る補正予算について、提案理由の説明を申し

上げました。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（押山義則） 提案理由の説明が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） 日程第９、請願・陳情について、常任委員会付託を行います。 

   ６月定例会以降、本日までに受理した請願・陳情は、お手元にお配りいたしました

写しのとおり、陳情第２号、陳情第３号及び陳情第４号の３件であります。 

   お諮りいたします。 

   議長から所管の常任委員会に付託したいと思います。 

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（押山義則） 異議なしと認めます。 

   議長から所管の常任委員会に付託をいたします。 

   配付いたしております付託表のとおり、陳情第２号及び陳情第３号を産業厚生常任

委員会に、陳情第４号を総務文教常任委員会に付託をいたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（押山義則） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、散

会いたします。ご苦労さまでした。 

（午前１１時５０分） 


